
議案第３号 

江南丹羽環境管理組合規約の変更について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定に基づき、江南

丹羽環境管理組合規約（昭和４２年２月２７日愛知県知事許可）を別紙のとおり変

更することについて、議決を求める。 

平成２９年１月２３日提出 

大 口 町 長  鈴 木 雅 博   

（提案理由） 

 この案を提出するのは、尾張北部環境組合の設置により、江南丹羽環境管理組合

の共同処理する事務を変更することに伴い、この規約の一部を変更するため必要が

あるからである。 





   江南丹羽環境管理組合規約の一部を変更する規約 

江南丹羽環境管理組合規約（昭和４２年２月２７日愛知県知事許可）の一部を次

のように変更する。 

第３条中「ごみ処理施設の設置及び」を「江南丹羽環境管理組合環境美化センタ

ーに係るごみ処理施設の」に改める。 

附則第３項から第６項までを削り、附則第７項を附則第３項とし、附則第８項を

附則第４項とする。 

附 則 

この規約は、平成２９年４月１日から施行する。 
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江南丹羽環境管理組合規約の一部変更新旧対照表 

新 旧 

（共同処理する事務） （共同処理する事務） 

第３条 組合は、江南丹羽環境管理組合環境美

化センターに係るごみ処理施設の管理に関す

る事務を共同処理する。 

第３条 組合は、ごみ処理施設の設置及び管理

に関する事務を共同処理する。 

附 則 附 則 

１・２ 略 １・２ 略 

 ３ ごみ処理施設の建設に要する経費及びその

施設のための土地取得に要する経費の組合市

町の負担割合は、第１２条第２項の規定にか

かわらず次の各号に定めるところによる。 

 (1) 均等割 １００分の１０ 

 (2) 人口割（昭和５４年１２月末日現在住民

基本台帳） １００分の４５ 

 (3) 投入実績割（昭和５４年１月から同年１

２月まで） １００分の４５ 

 ４ 最終処分場の建設に要する経費の組合市町

の負担割合は、第１２条第２項の規定にかか

わらず、次に掲げるところによる。 

 (1) 均等割 １００分の１０ 

 (2) 人口割（平成元年１２月末日現在住民基

本台帳） １００分の４５ 

 (3) 投入実績割（平成元年１月から同年１２

月まで） １００分の４５ 

 ５ 排ガス高度処理施設整備事業に要する経費

の負担割合は、第１２条第２項の規定にかか

わらず、次のとおりする。 

 (1) 江南市 ６３．２４３パーセント 

 (2) 丹羽郡扶桑町 ２３．２５７パーセント

 (3) 丹羽郡大口町 １３．５００パーセント

 ６ 前項の規定にかかわらず、平成１３年度の

排ガス高度処理施設整備事業に要する経費の

負担は、次のとおりとする。 

 平成１３年度の負

担金 

平成１４年度以降

の負担割合 
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新 旧 

江南市 ２２，９１３，０

００円 

７２．６５４％

丹羽郡扶

桑町 

１１，０９２，０

００円 

１８．６９９％

丹羽郡大

口町 

６，１５０，００

０円 

８．６４７％

３ 略 ７ 略 

４ 略 ８ 略 
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